
   東京都環境性能評価書作成基準  

 

令和２年２月 28日告示第 223号（全部改正） 

令和６年１月 22日告示第 43号（一部改正） 

 

第１ 目的 

  この基準は、都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例（平成 12年東京都条例第 215号。以下「条例」

という。）第 23条の２第２項の規定により、特別大規模

特定建築物等の環境への配慮のための措置に関する性能

（以下「環境性能」という。）についての評価を記載し

た書面（以下「環境性能評価書」という。）の作成方法

その他の事項に関する基準を定めることを目的とする。 

 

第２ 環境性能の評価基準 

  環境性能の評価は、都民の健康と安全を確保する環境

に関する条例施行規則（平成 13年東京都規則第 34号。

以下「規則」という。）第 13条の２第１項各号に掲げる

措置ごとに、各措置に対応する東京都建築物環境配慮指

針（平成 21年東京都告示第 1336号）別表第１の評価基

準への適合状況を把握し、適合する評価基準に対応する

同表の評価基準の段階により評価を行うものとする。当

該評価は、上位から順に段階３、段階２及び段階１とす

る。 

  規則第 13条の２第１項各号に掲げる各措置と東京都

建築物環境配慮指針別表第１の評価基準との対応関係は

別表によるものとする。 

 

第３ 環境性能評価書の作成方法の基準 

 １ 条例第 20条の４に規定する特別大規模特定建築主

は、新築等をしようとする特別大規模特定建築物等に

係る建築物環境計画書に基づき、第２の評価基準に従

って当該特別大規模特定建築物等の環境性能の評価を

行い、別記第１号様式による環境性能評価書を作成す

るものとする。 

 ２ 別記第１号様式中「環境性能評価書（設計）」とあ

るのは、条例第 23条の６第５項の規定により変更後

の環境性能評価書の交付を行う場合にあっては「環境

性能評価書（変更）」と、特別大規模特定建築主の工

事完了後に環境性能評価書の交付を行う場合にあって

は「環境性能評価書（完了）」と書き換えて、使用す

るものとする。 

 ３ 環境性能評価書を構成する文字及び記号は、鮮明で

あり、かつ、容易に識別できるものとする。 

 

第４ 環境性能評価書交付状況一覧の様式 

  規則第 13条の４第５項第１号に規定する環境性能評

価書交付状況一覧の様式は、別記第２号様式のとおりと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

附 則（令和 2年 2月 28日告示第 223号） 

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都

省エネルギー性能評価書作成基準の様式による用紙で、

現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 

 

附 則（令和６年１月 22日告示第 43号） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行の日前に都民の健康と安全を確保する

環境に関する条例（平成 12年東京都条例第 215号）第

21条に規定する建築物環境計画書を提出したが提出され

た同条例第 20条に規定する特定建築主に対する非住宅

用途特定建築物等に係る同条例第 23条の２第２項の評

価書作成基準の適用については、この告示による改正後

の東京都環境性能評価書作成基準の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 


